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(57)【要約】
【課題】　プリント配線基板２６を点灯装置ケース本体
９に挿入するときの取り付け性を向上させるとともに、
プリント配線基板２６を点灯装置ケース本体９に挿入し
た後は、プリント配線基板２６のガタツキを小さくする
ことを目的とする。
【解決手段】　プリント配線基板２６と、プリント配線
基板２６の下面を支える係止支持部２３と、プリント配
線基板２６を斜め方向から挿入するとき、係止支持部２
３との距離がプリント配線基板２６の厚さよりも長く、
プリント配線基板２６を所定の取付位置に取り付けたと
き、プリント配線基板２６の上面に接して、プリント配
線基板２６を係止支持部２３との間によって挟みこむ引
掛係止部２４とを備えるので、プリント配線基板２６を
点灯装置ケース本体９に挿入するときの取り付け性を向
上させるとともに、プリント配線基板２６を点灯装置ケ
ース本体９に挿入した後は、プリント配線基板２６のガ
タツキを小さくすることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源を点灯する点灯回路部を内蔵する点灯装置ケースを有する点灯装置において、
　電子部品を実装する上記点灯回路部のプリント配線基板と、
　上記プリント配線基板の下面を支える係止支持部と、
　プリント配線基板を斜め方向から挿入するとき、上記係止支持部との距離が上記プリン
ト配線基板の厚さよりも長く、上記プリント配線基板を所定の取付位置に取り付けたとき
、上記プリント配線基板の上面に接して、上記プリント配線基板を上記係止支持部との間
によって挟みこむ引掛係止部と、
を備えることを特徴とする点灯装置。
【請求項２】
　光源を点灯する点灯回路部を内蔵する点灯装置ケースを有する点灯装置において、
　周枠部に少なくとも１つのテーパー部を有し、電子部品を実装する上記点灯回路部のプ
リント配線基板と、
　上記プリント配線基板の下方に配置されるケース底面と、
　上記プリント配線基板の下面を支える係止支持部と、
　上記ケース底面の端部側に近づくほど上記ケース底面の幅手方向が狭まるように斜め方
向、且つ、上記ケース底面に対してほぼ垂直となるガイド面を有し、上記プリント配線基
板を斜め方向から挿入するとき、上記テーパー部が上記ガイド面に接触して上記プリント
配線基板を所定の取付位置にガイドするガイド部と、
　プリント配線基板を斜め方向から挿入するとき、上記係止支持部との距離が上記プリン
ト配線基板の厚さよりも長く、上記プリント配線基板を所定の取付位置に取り付けたとき
、上記プリント配線基板の上面に接して、上記プリント配線基板を上記係止支持部との間
によって挟みこむようにガイド部に設けられる引掛係止部と、
を備えることを特徴とする点灯装置。
【請求項３】
　係止支持部は、ガイド部に設けられることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の点灯装置。
【請求項４】
　光源を点灯する点灯回路部を内蔵する点灯装置ケースを有する点灯装置において、
　周枠部に少なくとも１つのテーパー部を有し、電子部品を実装する上記点灯回路部のプ
リント配線基板と、
　幅手方向に狭まるように突出する突出部を有し、上記プリント配線基板を斜め方向から
挿入するとき、上記テーパー部が上記突出部の内側に接触して、上記プリント配線基板を
所定の取付位置にガイドする点灯装置ケースカバーと、
　上記プリント配線基板の上面に接する係止支持部と、
　プリント配線基板を斜め方向から挿入するとき、上記係止支持部との距離が上記プリン
ト配線基板の厚さよりも長く、上記プリント配線基板を所定の取付位置に取り付けたとき
、上記プリント配線基板の下面に接して、上記プリント配線基板を上記係止支持部との間
によって挟みこむように上記突出部に設けられる引掛係止部と、
を備えることを特徴とする点灯装置。
【請求項５】
　係止支持部によって支えられる部分とは異なるプリント配線基板の端部側を支える基板
支持部を備えることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の点灯装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の点灯装置を備えることを特徴とする照明器具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、照明器具の点灯装置の構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　また、ベースケース（本願では点灯装置ケース本体という。）に設けられた爪部を、プ
リント配線基板に設けられたスリットに挿入して取り付ける技術がある（例えば、特許文
献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２９４３８３号公報（段落「００２２」、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、プリント配線基板のスリットに爪部を挿入するとき、スリットと爪部の
隙間（寸法公差）が小さいと、スリットに爪部を挿入し難いという課題があった。
【０００５】
　また、プリント配線基板のスリットに爪部を挿入するとき、スリットと爪部の隙間（寸
法公差）が大きいと、スリットに爪部を挿入した後、プリント配線基板のガタツキが大き
いという課題があった。
【０００６】
　本発明は、例えば、プリント配線基板を点灯装置ケース本体に挿入するときの取り付け
性を向上させるとともに、プリント配線基板を点灯装置ケース本体に挿入した後は、プリ
ント配線基板のガタツキを小さくすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る点灯装置は、電子部品を実装する点灯回路部のプリント配線基板と、上記
プリント配線基板の下面を支える係止支持部と、プリント配線基板を斜め方向から挿入す
るとき、上記係止支持部との距離がプリント配線基板の厚さよりも長く、上記プリント配
線基板を所定の取付位置に取り付けたとき、上記プリント配線基板の上面に接して、上記
プリント配線基板を上記係止支持部との間によって挟みこむ引掛係止部と、を備えること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、プリント配線基板を点灯装置ケースに挿入するときの取り付け性を向
上させるとともに、プリント配線基板を点灯装置ケースに挿入した後は、プリント配線基
板のガタツキを小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　図１は、本実施の形態の照明器具を示す斜視図であり、図２は、図１に示す点灯装置の
分解斜視図である。
【００１０】
　照明器具１は、灯具２と、点灯装置３と、灯具２と点灯装置３とを接続する接続具４と
を備える。
【００１１】
　灯具２は、略円筒形状をなし内部にランプ５（図示しない。）を内蔵する灯具本体６と
、取付バネ７と、内蔵されるランプ５が点灯する際に発熱する熱を外気に放熱する放熱フ
ィン８を備えている。
【００１２】
　点灯装置３は、点灯装置ケース本体９と、点灯装置ケース本体９に取り付けられる点灯
回路部１０と、直方体部１１と突出部１２からなり、点灯回路部１０を覆うように点灯装
置ケース本体９に取り付けられる点灯装置ケースカバー１３と、点灯装置ケース本体９に
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取り付けられる電源端子台取付台座１４と、電源端子台取付台座１４に取り付けられる電
源端子台１５とを備える。
【００１３】
　点灯装置ケース本体９、点灯装置ケースカバー１３、電源端子台取付台座１４、電源端
子台１５は、ネジ１６によって固定されている。
【００１４】
　なお、点灯装置ケース本体９、点灯装置ケースカバー１３、電源端子台取付台座１４、
電源端子台１５の固定は、ネジ１６に限らず、係爪などによって係合させて固定してもよ
い。
【００１５】
　また、点灯装置ケース本体９と点灯装置ケースカバー１３とを組み合わせた総称として
、点灯装置ケースという場合がある。
【００１６】
　接続具４は、内部に電線１７を有して電気的に接続するとともに、灯具２と点灯装置３
を機械的に接続している。
【００１７】
　点灯装置ケース本体９は、平面状のケース底面１８と、このケース底面１８から幅手方
向両側から折り曲げられて、断面形状が略コの字状に形成されるケース側壁１９と、ケー
ス底面１８から長手方向の端部側から階段状に折り曲げられて形成される２つの脚部２０
と、ケース底面１８の長手方向の一端側が幅手方向に狭まるように傾斜するとともに、ケ
ース側壁１９と同方向に折り曲げられて形成される２つのガイド部２１を備えている。
【００１８】
　ケース側壁１９は、長手方向の一端側から折り曲げられる略爪状の基板支持部２２を有
する。
【００１９】
　ガイド部２１は、ケース底面からほぼ垂直に折り曲げられて形成するガイド面２１ａか
らなり、ガイド面２１ａの側辺は、ケース側壁１９側のガイド面２１ａの側辺且つケース
底面１８寄りに設けられ、ケース底面１８方向に向かって突出する爪状の係止支持部２３
と、係止支持部２３が設けられる側辺とは異なるガイド面２１ａの側辺（ケース底面の長
手方向の一端側）且つ前記係止支持部２３よりも上方に設けられ、ケース底面１８方向に
突出する爪状の引掛係止部２４を備える。
【００２０】
　点灯回路部１０は、電子部品２５と、この電子部品２５が実装されるプリント配線基板
２６とからなり、電源端子台１３を介して商用電源が供給される電力を変換して、電線１
７を介してランプ５に電力を供給する。
【００２１】
　電源端子台取付台座１４は、電源端子台１５が取り付けられる電源端子台取付面１４ａ
と、電源端子台取付面１４ａの裏面側に突出する基板固定係止部１４ｂとを備える。
【００２２】
　プリント配線基板２６は、上面からみたときの外形が略長方形をなす長方形部２６ａと
、長方形部２６ａから突出してテーパー部２６ｂを有する突出片２６ｃとを備える。
【００２３】
　次に、点灯装置ケース本体にプリント配線基板を取り付ける動作について、図３を用い
て説明する。
【００２４】
　図３は、図２に示す点灯装置ケース本体に点灯回路部を取り付ける動作を示す斜視図で
あり、図３（ａ）は、点灯装置ケース本体に点灯回路部を挿入するときの斜視図、図３（
ｂ）は、点灯装置ケース本体に点灯回路部を取り付けたときの斜視図である。
【００２５】
　図４は、点灯装置ケース本体に点灯回路部（プリント配線基板）を取り付ける動作を示
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す断面図であり、図４（ａ）は、点灯装置ケース本体に点灯回路部を挿入するときの断面
図、図４（ｂ）は、点灯装置ケース本体に点灯回路部を取り付けた状態を示す断面図、図
４（ｃ）は、図４（ｂ）の状態に電源端子台取付台座を取り付けた状態を示す断面図、図
４（ｄ）は、図４（ｃ）の状態にさらに電源端子台を取り付けた状態を示す断面図である
。
【００２６】
　まず、係止支持部２３の上端部と引掛係止部２４の下端部との間に、プリント配線基板
２６のテーパー部２６ｂを斜め方向（図４（ａ）に示すイ矢印方向）から挿入する。
【００２７】
　この挿入するプリント配線基板２６（点灯回路部１０）を斜め方向に傾斜させるほど、
係止支持部２３の上端部と引掛係止部２４の下端部との間に挿入するときの係止支持部２
３と引掛係止部２４との距離ａ（プリント配線基板の面に対する垂直方向の距離）が、プ
リント配線基板の厚さｈに対して長くなる。
【００２８】
　そのため、係止支持部２３と引掛係止部２４との間にプリント配線基板２６を取り付け
る作業性が向上する。
【００２９】
　さらに、プリント配線基板２６を挿入していくと、プリント配線基板２６のテーパー部
２６ｂがガイド部２１（ガイド面２１ａ）に徐々に接していき、プリント配線基板２６の
テーパー部２６ｂは２つのガイド部２１（ガイド面２１ａ）に挟み込まれるようにして、
プリント配線基板２６は点灯装置ケース本体９の中心線上に導かれていく。
【００３０】
　したがって、プリント配線基板２６を点灯装置ケース本体９の所定の取付位置に取り付
ける作業性が向上する。
【００３１】
　次に、プリント配線基板２６（点灯回路部１０）を斜め方向から挿入後、係止支持部２
３を支点にして、図４（ｂ）に示すロ矢印方向にプリント配線基板２６を回動（プリント
配線基板２６（点灯回路部１０）の自重で回動する場合を含む。）させて、プリント配線
基板２６の他端側を点灯装置ケース本体９のケース側壁１９に設けられた基板支持部２２
に接触させる。
【００３２】
　このとき、プリント配線基板２６は、点灯装置ケース本体９のケース底面１８に対して
、ほぼ平行な状態となる。
【００３３】
　また、プリント配線基板２６のテーパー部２６ｂ（突出片２６ｃ）は、係止支持部２３
の上端部と、引掛係止部２４の下端部とに挟み込まれる。
【００３４】
　つまり、ケース底面１８に対する係止支持部２３の上端部と引掛係止部２４の下端部の
垂直方向の距離ｂは、プリント配線基板２６の厚さｈと同じ長さ（又はプリント配線基板
２６の厚さｈよりもやや長さ）となっているため、プリント配線基板２６の一端側の上下
方向へのガタツキは抑制される。
【００３５】
　したがって、係止支持部２３の上端部と引掛係止部２４の下端部の距離ａ及び距離ｂと
、プリント配線基板２６の厚さｄとの関係は、距離ａ＞距離ｂ≒厚さｈの関係が成り立つ
。
【００３６】
　次に、プリント配線基板２６の他端側は、電源端子台取付台座１４が取り付けられ、プ
リント配線基板２６の他端側は、電源端子台取付台座１４の基板固定係止部１４ｂと、基
板支持部２２に挟み込まれるとともに、プリント配線基板２６の他端は電源端子台取付面
１４ａの裏面に接触する。
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【００３７】
　そのため、プリント配線基板２６の他端側の上下方向へのガタツキは抑制されるととも
に、電源端子台取付面１４ａの裏面がプリント配線基板２６の他端に接触するので、プリ
ント配線基板２６の水平方向のガタツキも抑制される。
【００３８】
　なお、本実施の形態では、電源端子台取付台座１４の基板固定係止部１４ｂによってプ
リント配線基板２６の他端側の固定する場合を説明したが、これに限らず、弾性力を有す
る取付爪やネジなどによって固定してもよく、点灯装置ケースカバー１３に基板固定係止
部１４ｂを設けてもよい。
【００３９】
　また、本実施の形態では、係止支持部２３をガイド部２１（ガイド面２１ａの側辺）に
備える場合について説明したが、図５（ａ）に示すようにケース側壁１９の端部を折り曲
げて係止支持部２３を形成してもよく、また図５（ｂ）に示すようにケース底面１８を切
り起こして係止支持部２３を形成してもよい。
【００４０】
　また、本実施の形態では、ケース底面１８から折り曲げてガイド部２１（ガイド面２１
ａ）を形成する場合について説明したが、図５（ｃ）に示すように、ケース側壁１９を延
長して、延長した部分を点灯装置ケース本体９の内側方向に折り曲げてガイド部２１（ガ
イド面２１ａ）を形成してもよい。
【００４１】
　また、本実施の形態では、係止支持部２３、引掛係止部２４、基板支持部２２の形状が
略爪状の場合について説明したが、ネジなどを突出させて設けてもよく、プリント配線基
板２６を固定することができる形状であればよいことは明らかである。
【００４２】
　また、本実施の形態では、突出片２６ｃ（プリント配線基板２６の周枠部に設けられる
テーパー部２６ｂ）を２箇所設ける場合について説明したが、少なくとも１箇所設ければ
同様の効果が得られることは明らかである。
【００４３】
　実施の形態２．
　本実施の形態は、実施の形態１に示す係止支持部２３、引掛係止部２４、基板支持部２
２を点灯装置ケースカバー１３に備えるものである。
　実施の形態１と同様の部分については同符号を付し、説明を省略する。
【００４４】
　図６は、本実施の形態の点灯装置ケースカバーを示す斜視図である。
【００４５】
　図７は、本実施の形態の点灯装置の組立てを示す断面図であり、図７（ａ）は、点灯装
置ケースカバーに点灯回路部（プリント配線基板）を挿入する動作を示す断面図であり、
図７（ｂ）は、点灯装置ケースカバーに点灯回路部（プリント配線基板）を取り付けた状
態を示す断面図であり、図７（ｃ）は、点灯装置ケースカバーに点灯装置ケース本体を取
り付けた状態を示す断面図である。
【００４６】
　点灯装置ケースカバー１３は、直方体部１１と、直方体部１１に設けられる基板支持部
２２及び係止支持部２３と、直方体部１１から突出し、幅手方向に狭まる突出部１２と、
突出部１２に設けられる引掛係止部２４を備えている。
【００４７】
　まず、点灯装置ケースカバー１３を上下逆さにして、点灯装置ケースカバー１３の開口
面側から、プリント配線基板２６（点灯回路部１０）を傾斜させて挿入する。このとき、
プリント配線基板２６（点灯回路部１０）も上下逆さにしている。
【００４８】
　プリント配線基板２６のテーパー部２６ｂを係止支持部２３と引掛係止部２４との間に
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挿入し、徐々にテーパー部２６ｂが点灯装置ケースカバー１３の突出部１２の内壁（実施
の形態１のガイド面２１ａに相当する。）に接触して、プリント配線基板２６は点灯装置
ケースカバー１３の所定の位置（点灯装置ケースカバー１３の中央方向）に誘導される。
【００４９】
　次に、係止支持部２３に接触する部分を支点にしてプリント配線基板２６を回動（プリ
ント配線基板２６（点灯回路部１０）の自重によって回動する場合も含む。）させ、プリ
ント配線基板２６の他端側を基板支持部２２に接触させる。
【００５０】
　その後、電源端子台１５及び電源端子台取付台座１４が取り付けられた点灯装置ケース
本体９を点灯装置ケースカバー１３に取り付ける。このとき、基板固定係止部１４ｂと基
板支持部２２にプリント配線基板２６の他端が挟み込まれて、プリント配線基板２６（点
灯回路部１０）は固定される。
【００５１】
　このように、本実施の形態に示す点灯装置ケースカバー１３に係止支持部２３、引掛係
止部２４、基板支持部２２を設ける場合と、実施の形態１に示す点灯装置ケース本体９に
係止支持部２３、引掛係止部２４、基板支持部２２を設ける場合とを比較すると、それぞ
れの上下の配置関係は反転しているが、実施の形態１と同様に、プリント配線基板２６の
上下方向へのガタツキは抑制されるとともに、プリント配線基板２６の水平方向のガタツ
キも抑制される。
【００５２】
　実施の形態３．
　本実施の形態は、実施の形態１に示す点灯装置の形状をほぼ直方体としたものである。
　実施の形態１と同様の部分については同符号を付し、説明を省略する。
【００５３】
　図８は、本実施の形態の点灯装置を示す斜視図であり、図９は、図８に示す点灯装置の
分解斜視図である。
【００５４】
　プリント配線基板２６は、上面から見たときの形状がほぼ四角形状である。
【００５５】
　点灯装置ケース本体９は、ケース底面１８と、ケース底面１８から切り起こされて形成
されるストッパー部２７と、ケース底面１８の幅手方向端部から折り曲げられて形成され
るケース側壁１９と、ケース側壁１９の一端部側が切り起こされて形成される係止支持部
２３及び引掛係止部２４と、ケース側壁１９の他端部側が折り曲げられて形成する基板支
持部２２を有する。
【００５６】
　係止支持部２３は、ケース底辺１８寄りに配置される。
【００５７】
　引掛係止部２４は、係止支持部２３よりも高い位置、かつ係止支持部２３よりも点灯装
置ケース本体９の端部側に配置される。
【００５８】
　次にプリント配線基板を点灯装置ケース本体に取り付ける動作について、図１０を用い
て説明する。
【００５９】
　図１０は、図９に示すプリント配線基板を点灯装置ケース本体に取り付ける動作を示す
図である。
【００６０】
　プリント配線基板２６（点灯回路部１０）を斜め方向から、係止支持部２３と引掛係止
部２４の間に挿入する。
【００６１】
　このとき、実施の形態１に示す係止支持部２３と引掛係止部２４との関係と同様に、係
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。
【００６２】
　プリント配線基板２６を挿入していくと、プリント配線基板２６の端部がストッパー部
２７に当接して、プリント配線基板２６が挿入方向に移動していくのを規制する。
【００６３】
　このとき、プリント配線基板２６の一面（例えば、大型の電子部品が実装される面とは
反対側の面）側は、係止支持部２３に接触している。
【００６４】
　次に、係止支持部２３を支点として、プリント配線基板２６の他端側を回動（プリント
配線基板２６（点灯回路部１０）の自重による回動を含む。）させて、プリント配線基板
２６の他端側を基板支持部２２に接触させる。
【００６５】
　このとき、ケース底面１８に対してプリント配線基板２６は、ほぼ平行な状態となるの
で、プリント配線基板２６の一端側は、係止支持部２３と引掛係止部２４に挟み込まれて
、上下方向のガタツキが抑制される。
【００６６】
　次に、プリント配線基板２６の他端側に電源端子台取付台座１４が取り付けられ、プリ
ント配線基板２６の他端部は、基板固定係止部１４ｂと基板支持部２２に挟み込まれて固
定される。
【００６７】
　そのため、基板固定係止部１４ｂと基板支持部２２にプリント配線基板２６の他端側も
挟み込まれるので、プリント配線基板２６は、上下方向へのガタツキを抑制される。
【００６８】
　また、プリント配線基板２６の端部に電源端子台取付面１４ａの裏面が接触するので、
プリント配線基板２６の水平方向のガタツキも抑制される。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】実施の形態１における照明器具を示す斜視図である。
【図２】実施の形態１における点灯装置を示す分解斜視図である。
【図３】実施の形態１における点灯装置の組立てを示す斜視図である。
【図４】実施の形態１における点灯装置の組立てを示す断面図である。
【図５】実施の形態１における点灯装置の他の形態を示す斜視図である。
【図６】実施の形態２における点灯装置ケースカバーを示す斜視図である。
【図７】実施の形態２における点灯装置の組立てを示す断面図である。
【図８】実施の形態３における点灯装置を示す斜視図である。
【図９】実施の形態３における点灯装置を示す分解斜視図である。
【図１０】実施の形態３における点灯装置の組立てを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　照明器具、２　灯具、３　点灯装置、４　接続具、５　ランプ、６　灯具本体、７
　取付バネ、８　放熱フィン、９　点灯装置ケース本体、１０　点灯回路部、１１　直方
体部、１２　突出部、１３　点灯装置ケースカバー、１４　電源端子台取付台座、１４ａ
　電源端子台取付面、１４ｂ　基板固定係止部、１５　電源端子台、１６　ネジ、１７　
電線、１８　ケース底面、１９　ケース側壁、２０　脚部、２１　ガイド部、２１ａ　ガ
イド面、２２　基板支持部、２３　係止支持部、２４　引掛係止部、２５　電子部品、２
６　プリント配線基板、２６ａ　長方形部、２６ｂ　テーパー部、２６ｃ　突出片、２７
　ストッパー部。
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